
提

出

者

植

田

至

紀

平
成
十
四
年
七
月
三
十
日
提
出

質

問

第

一

七

三

号

「
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
案
」
に
関
す
る

質
問
主
意
書
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「
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
案
」
に
関
す
る

質
問
主
意
書

二
〇
〇
一
年
六
月
八
日
に
大
阪
府
池
田
市
の
大
阪
教
育
大
学
附
属
池
田
小
学
校
で
起
き
た
児
童
大
量
殺
傷
事
件
を
加
害
者
が

精
神
病
院
へ
の
入
院
歴
が
あ
る
た
め
「
触
法
精
神
障
害
者
」
の
問
題
と
捉
え
、
そ
の
後
の
与
党
に
お
け
る
検
討
、
政
府
案
へ
提

出
の
契
機
と
な
っ
た
と
承
知
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
詐
病
の
疑
い
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
事
件
は
悼
む
べ
き
で
あ
り
、

類
犯
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
本
事
件
を
「
触
法
」
問
題
の
ケ
ー
ス
と
考
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
、
現
状
の
精
神
医
療
の
貧
困

を
解
決
し
な
い
ま
ま
、
あ
ら
た
な
「
保
安
処
分
」
制
度
を
導
入
せ
ん
と
す
る
姿
勢
に
疑
問
を
も
つ
立
場
か
ら
、
質
問
す
る
も
の

で
あ
る
。

一

「
精
神
障
害
者
は
罪
を
犯
し
て
も
無
罪
か
減
刑
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
世
論
の
印
象
が
あ
る
。
お
お
よ
そ
三
分
の
一
が

簡
易
鑑
定
な
し
に
、
不
起
訴
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
過
去
五
年
間
の
「
精
神
障
害
の
疑
い
の
あ
る
被
疑
者
の

事
件
」
の
不
起
訴
事
案
の
内
容
（
犯
行
に
至
る
経
緯
、
犯
行
態
様
・
犯
行
後
の
状
況
等
）
及
び
不
起
訴
の
割
合
を
各
地
方
検

察
庁
支
部
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



二

措
置
入
院
は
、
身
元
引
き
受
け
の
問
題
等
の
た
め
、
症
状
が
改
善
し
て
も
病
院
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
と
聞
く
。

ま
た
、
措
置
入
院
自
体
も
長
期
化
し
、
無
期
懲
役
期
間
よ
り
も
長
い
「
収
容
」
も
存
在
す
る
と
い
う
。
現
在
に
お
け
る
措
置

入
院
者
数
及
び
、
入
院
者
の
入
院
期
間
、
再
入
院
者
数
を
都
道
府
県
及
び
指
定
医
療
機
関
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

措
置
入
院
中
、
ま
た
一
般
病
棟
に
移
さ
れ
た
後
に
、
病
院
で
死
亡
す
る
者
も
あ
る
と
聞
く
、
裁
判
な
き
実
質
的
な
終
身
刑

と
の
批
判
も
あ
る
。
過
去
十
年
、
措
置
入
院
中
に
死
亡
し
た
も
の
の
数
、
措
置
入
院
解
除
後
一
般
病
棟
に
移
さ
れ
た
者
の
数

（
退
院
扱
い
と
し
て
再
入
院
し
た
者
、
他
医
療
機
関
へ
の
再
入
院
も
含
む
）
、
一
般
病
棟
に
移
さ
れ
た
後
に
死
亡
し
た
者
の

数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
（
入
院
中
に
病
を
得
て
精
神
科
以
外
の
診
療
科
に
移
さ
れ
た
者
、
そ
し
て
死
亡
し
た
者
も
含
ま

れ
た
い
）

四

七
月
五
日
の
法
務
・
厚
生
労
働
委
員
会
連
合
審
査
で
は
、
高
原
政
府
参
考
人
は
、
水
島
広
子
委
員
の
質
問
に
対
し
て
、
指

定
医
療
機
関
に
お
い
て
「
認
知
行
動
療
法
」
を
利
用
す
る
と
答
弁
の
後
、
（
高
原
政
府
参
考
人
）
「
も
ち
ろ
ん
、
非
常
に
深

い
意
識
の
昏
迷
が
あ
る
、
な
い
し
は
心
神
喪
失
も
し
く
は
耗
弱
の
状
態
が
持
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
こ
う
い
っ
た
治
療

法
が
始
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
委
員
御
指
摘
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
お
感
じ
の
と
お
り
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
に
つ
き
ま
し
て
は
一
般
の
精
神
病
と
し
て
の
対
応
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
あ
る
程
度
平
衡
と
い

二



い
ま
す
か
、
寛
解
を
迎
え
た
と
き
に
考
え
て
い
た
だ
く
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
は
、
治
療
目
標
を
共
有
し
な
が
ら
、
信
頼

を
持
っ
て
社
会
復
帰
に
向
け
て
歩
む
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
（
引
用
終
わ
り
）
と
述
べ
て
い

る
。一

方
、
七
月
九
日
の
参
考
人
招
致
で
、
伊
藤
参
考
人
は
「
そ
れ
ら
の
技
法
は
心
神
喪
失
と
判
定
さ
れ
た
重
度
の
精
神
病
患

者
さ
ん
に
は
効
果
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
人
格
障
害
に
は
使
用
条
件
に
よ
っ
て
は
効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
人
格
障
害
の
多
く
は
通
常
責
任
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
法
案
の
対
象
に
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
」

（
引
用
終
わ
り
）
と
陳
述
し
て
い
る
。

第
一
線
の
専
門
家
、
政
府
参
考
人
に
お
い
て
、
心
神
喪
失
者
に
対
し
て
は
、
「
認
知
行
動
療
法
」
が
、
効
果
が
な
い
と
し

て
い
る
。
政
府
参
考
人
は
「
寛
解
を
迎
え
た
と
き
に
考
え
て
い
た
だ
く
」
と
、
症
状
の
改
善
の
後
に
「
認
知
行
動
療
法
」
を

用
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
認
知
行
動
療
法
」
は
、
「
再
び
重
大
な
他
害
行
為
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
精
神
障
害
者
」
に
対
す
る
多
様
な
治
療
行
為

の
過
程
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
指
定
入
院
医
療
機
関
の
治
療
行
為
の
中
心
で
は
な
い
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

五

わ
が
国
は
、
先
進
諸
外
国
に
比
べ
、
精
神
病
院
の
入
院
者
数
（
病
床
数
）
が
、
ず
ば
抜
け
て
多
い
。
（
一
九
九
〇
年
比

三



較
、
人
口
一
万
人
あ
た
り
、
米
国
六．

四

英
国

一
三．
二

日
本

二
九
）
現
在
の
入
院
患
者
、
三
五
万
床
の
う
ち
、

退
院
可
能
者
は
半
数
の
割
合
以
上
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
長
期
化
す
る
入
院
生
活
の
た
め
、
社
会
性
が
失
わ
れ
、
身
元
の
引

き
受
け
手
が
な
い
た
め
、
や
む
な
く
病
院
に
と
ど
ま
る
も
の
も
多
い
と
い
う
。

厚
生
労
働
省
は
、
「
指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
け
る
医
療
の
基
本
的
考
え
方
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
挙

げ
る
（
他
者
と
の
交
流
に
重
点
を
置
く
集
団
精
神
療
法
）
（
基
本
的
な
社
会
生
活
の
技
能
を
習
得
さ
せ
る
社
会
生
活
技
能
訓

練
）
（
適
切
な
人
間
関
係
を
築
く
技
能
を
習
得
さ
せ
る
社
会
生
活
技
能
訓
練
）
（
「
怒
り
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
等
の
暴
力

の
自
制
能
力
向
上
の
た
め
の
個
人
精
神
療
法
）
な
ど
、
指
定
医
療
機
関
の
設
立
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
現
在
、
退
院
可
能
で

あ
り
な
が
ら
、
精
神
病
院
に
と
ど
ま
る
人
々
に
適
用
し
て
し
か
る
べ
き
医
療
で
は
な
い
か
。
如
何
。

こ
れ
ら
の
治
療
方
法
の
導
入
を
提
唱
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
、
措
置
入
院
者
や
、
人
格
障
害
者
に
対
し
て
効
果
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
何
処
の
医
療
機
関
で
、
何
人
の
患
者
に
ど
の
程
度
の
期
間
試
み
ら
れ
、
回
復
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の

か
。
ま
た
、
「
効
果
あ
り
」
と
す
る
根
拠
を
示
す
研
究
報
告
や
実
績
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


